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１．ＴＤＭの取組の必要性

1

東京2020大会においては、全ての企業、市民の皆様に少しずつ協力してもらうことで、
はじめて大会運営と都市活動の共存が図られます

＜検討の方向性＞ ＜実施目標の設定＞
① 交通需要抑制･分散･平準化を行う

「交通需要マネジメント」
② 道路状況に応じて交通の需給関係を高度に運用管理する

「交通システムマネジメント」
③ 鉄道等の安全で円滑な輸送を実現する

「公共交通輸送マネジメント」

道路交通では、平日の15％程度交通量減（休日並み）の良
好な交通環境の実現を目指す。このため、継続的に一般交
通を抑制し交通量全体を大会前の10%程度減とするとともに、
部分的に更なる分散･抑制を図る。

公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現
状と同程度の安全で円滑な運行状況を目指す。

東京2020大会の交通マネジメントに関する提言（中間のまとめ）抜粋

2020東京オリンピック・パラリンピック大会（以下「東京2020大会」 ）においては、世界各国から大勢の選手
や競技関係者、報道関係者、観客等が集まり、都内に散在する競技場間を頻繁に移動します。

一方、この移動を支える交通インフラは、道路は交通容量に余裕がなく、鉄道については世界に誇るネット
ワークとサービスを提供しているものの、区間によっては輸送力に余裕がなく、通勤時間帯を中心に激しい渋
滞や混雑が生じているところがあります。

2020年において何も対策を講じずに大会を迎えると、道路においては渋滞が現在の２倍近くになり、鉄道に
おいては目的の電車に乗れないなど、大会のスムーズな進行が困難になることに加え、社会活動に大きな支
障が生じることとなります。

東京2020大会においては、全ての企業、市民の皆様に少しずつ協力してもらうことで、はじめて大会運営と
都市活動の共存が図られます。
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◆大会期間中何もしないと「首都高速道路では、現在の倍の渋滞が発生」

＜首都高の渋滞損失時間＞

交通量削減による1台当たり渋滞損失時間の変化

【大会時の交通の見通し】

【道路】

□高速道路：東名や東北道、関越道と臨海部を結ぶ路線等で、物流や業務車両が渋滞に巻き込まれる
□一般道路：都心へ放射方向に向かう路線の高速道路ランプ周辺を中心に、早朝・夕方の渋滞が深刻化

※シミュレーション結果に基づき作図したものであり、競技スケジュールの更新などを踏まえ、今後更新及び精度向上を図っていく予定

首
都
高
の
渋
滞
損
失
時
間

（
現
況
を
１
０
０
％
と
し
た
場
合
の
変
化
）

※ 大会の同時期（7月）の金曜日を想定

※
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上図は大会（オリンピック）期間中全体を通じ１度でも混雑率(30分単位)が150%以上の混雑となる区間を表示したもの

■最大混雑率
150%以上
競技会場

◆りんかい線、ゆりかもめ、有楽町線等、多くの観客が利用する路線で、深刻な混雑が発生

【鉄道】

【大会時の交通の見通し】

＜鉄道の主な混雑箇所＞

※シミュレーション結果に基づき作図したものであり、競技スケジュール、観客数の更新、チケット購入情報による発着地などを踏まえ、
今後更新及び精度向上を図っていく予定

□混雑のため、乗車しきれない事態が発生
□出勤時に「混雑に不慣れな乗客」が増えることで、それぞれの駅で乗車にかかる時間が長くなり、遅延
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【交通需要マネジメントへの重点的な取組が必要な期間】



【実施目標の設定】

5

道路交通では、平日の15％程度交通量減（休日並み）の良好な交通環境の実現を目指す。このため、継続的に一般
交通を抑制し交通量全体を大会前の10%程度減とするとともに、部分的に更なる分散･抑制を図る。
公共交通（鉄道）は、局所的な混雑への対応などにより、現状と同程度の安全で円滑な運行状況を目指す。

〇首都高の混雑区間と解消に必要な一般交通の抑制量

オリンピック・ルート・ネットワーク
（ＯＲＮ）

混雑箇所で
必要な抑制量

20～25％
15～20％
10～15％
10％未満

抑制量25％ 抑制量20％ 抑制量15％ 抑制量10％

特に大会関係者の輸送と
関係する混雑区間



【実施目標の設定】

6

〇一般道の混雑エリアと解消に必要な一般交通の抑制量

抑制量20％ 抑制量15％ 抑制量10％

※シミュレーション結果に基づき作図したものであり、競技スケジュールの更新などを踏まえ、今後更新及び精度向上を図っていく予定

特に大会関係者の輸送と
関係する混雑エリア

［着色部がそれぞれの抑制量に該当］
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何も対策を行わないと、人やモノの移動が制約を受け、
都市活動が滞る可能性がある

＜大会時に起こり得ることの例＞

・部品等の搬入が遅れる
・スーパーやコンビニ等に商品が届かない
・宅配便が時間通りに届かない

・路線バスが時間通り来ない、時間がかかる
・空車になかなか乗車できない
・始業時間や商談・打合せの時間に間に合わない

①トライ＆エラー（ＰＤＣＡ）による準備

②働き方改革や様々な慣行の見直しにつながる自発的な取組を支援

行動計画に基づく交通混雑の低減・回避

大会時のＴＤＭ（交通需要マネジメント）の取組

③交通（予測）情報の提示による回避行動を予め選択できるようにする

３
つ
の
方
向
性

ＴＤＭの取組の進め方

２．ＴＤＭの取組方針
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 企業や市民等の皆さまに協力をいただきながら、平成30年夏から試行に取り組む
 試行実施後、効果や課題について速やかに情報発信し、繰り返し改善・拡充を図る

（試行の内容）

③イベント等による周辺交通への影響把握
・イベント来場者や周辺混雑の影響を受ける人等を対象にアンケート・ヒアリ
ング等を実施する

・影響範囲への立ち入りの理由、時間や場所、手段の変更の可否等を確認
する

【対象例】
・スポーツ大会・コンサート・まつり・
花火大会等の大規模集客イベント

・パレード・マラソン大会
・工事に伴う規制

（夏期単発）

②取組の実施・拡充・深度化

・時差ビズ、テレワークデー等の働き方改革や快適
通勤環境づくりの取組について更なる拡充・深度
化を図る

・ノーカーデー、企業保有車の自宅持ち帰り自粛等、
自動車利用の抑制に向けた取組を実施する

・大会同時期に集中的に取り組むとともに、通常時
への浸透を目指す

・効果の把握、本格導入に向けた課題や支援策等
を抽出する

（毎年夏の一定期間繰り返す）

①交通混雑による影響を回避するための

対策の検討・実施
・企業の協力のもと、行動計画書を作成する

・取引関係者間で共有し、解決策を検討する

・実行可能なものから順次、実践

荷主企業

運送会社 倉庫会社

行動
計画書

物流に関わるトライアルイメージ

・必要な調整事項
を共有
・解決策を検討

（2020年まで継続）

３．試行
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参加
呼び掛け

【2018年夏期の試行ステップ（案）】

①行動計画書の作成 ②取組の実施・拡充・深度化

会員企業等に呼び掛け
・東商、経済同友会、経団連等
・スポンサー企業

大会時に混雑する箇所に関わる
企業を中心に呼び掛け
・テレワークデイズ（10万人目標）
・時差Biz

個別説明
■交通混雑の可能性の提示・説明
■交通混雑回避のためのメニューづくり
■行動計画の作成支援
（夏休みの取得計画）準備

ヒアリング（協力増の
ための対策検討）

双方向の直接的な
コミュニケーション

■業界や各社特有
の事情・商習慣
の把握

■事情に合致する
対策メニューの
提案

■実施に必要な制
度・環境整備の
提案

協力意向を示す
企業の増加

＜4～5月＞

TDM推進に向けた枠組みづくりの準備

広報による周知・セミナー開催
■休暇制度、時差出勤、テレワーク
の導入支援

■交通混雑回避の方法のアドバイス

＜4～7月＞

＜5～6月＞ ＜5～9月＞

TDM推進に向けた枠組み・行動計画V1の公表
＜5～9月＞

試行実施

拡大・継続

各メニューへの取組（案）
■ 企業による主体的な取組（一週間単位での取組が目安）と取組の支援
■ イベント等による周辺交通への影響把握

■ 行動計画書の作成手順、対策メニュー、支援策、インセンティブ提示についての改善
■ 効果の把握と活用 ex) 休暇取得率を交通量に換算し、TDM実効率の目標設定をする

■ 協力企業の拡大と、回避行動を実施した企業に対するPDCA継続の依頼
■ 個人向けのセミナーや相談会の実施

検証

＜7～8月＞

＜8～9月＞

＜9～3月＞

4月

6月

5月

8月

7月

9月
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≪事前の準備≫

大会時の交通混雑の可能性に対して、事前に次のような対策メニューを実施しておく

 交通混雑による影響を回避するための対策を検討する
 事業上の重要顧客、契約業者、供給業者などと連携をとるためのリストを作成する
 会社の内部または外部に影響する可能性を把握しておく
 渋滞の低減・緩和につながる活動項目リストを作成する

≪試行≫

実際に対策メニューを実施し、課題点を洗い出す

≪見直し≫

試行を受けて、対策メニューの修正をする

大会運営と都市活動の安定との両立

４．取組の内容
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【行動のイメージと事前準備】

対象 企業や市民にお願いする行動例 事前準備

企業 打合せ・商談 夏期休暇・
ボランティア
休暇等の制
度導入

時間の調整、車から公共交通への利用転
換

大会期間中の交通
混雑の影響を回避
するための対策（行
動計画書）を検討し、
必要な社内の環境
整備、取引先等との
対外調整を検討

イベント・セール・
大規模会議

開催地、時期の変更の検討

物流・流通 配送ルートの変更、時間変更、共同配送・
まとめ調達の検討、路上荷捌きの抑制、倉
庫・コンテナヤード等の出入時間の調整

通勤・通学 時差出勤、テレワーク、休暇の計画的な取
得等重点期間の

夏期休暇取
得、ボラン
ティアへの
参加

個人 大会期間中の交通
混雑の影響を受け
ない移動の内容を
検討

買物・レジャー等 行先変更、時期の変更、まとめ買いの推奨

宅配便の利用 受取り時間の変更、贈答時期の変更、再配
達の抑制等の調整

【事前準備のステップ】

ステップ１

ステップ２
概ね大会の
半年前～

企業を対象として、行動計画書を作成し、個人が行動を変更するために必要となる環境整備の
ための取組を展開

個人にＴＤＭへの協力を呼び掛けていく

４．取組の内容
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【行動計画書のイメージ】

事前対策の実施状況の把握

配送ルートが渋滞して配送
遅延が見込まれる場合の
迂回ルートの確保を行って
いるか？

□ はい

□ いいえ

事前対策の検討・実施

何をやる？ 誰がやる？ いつやる？

安全に輸送できる迂回
ルートのリスト化と社内
共有

配送担当
部署の部長

2018年
7月中旬まで

重点期間で日毎に迂回
ルート図を作成して、配
送関係者と共有する

配送担当
部署の部長

重点期間の
１週間前まで

（例） 会社にとって継続が必要となる（中断が許され
ない）事業が「重要商品を提供する」の場合

・
・
・

・
・
・

メニュー内容（例）

会社にとって継続が必要となる（中断が許されない）事業を把握する

事業上の重要顧客、契約業者、供給業者などと連携をとるためのリストを作成する

会社の内部または外部に影響する可能性のあることを把握しておく

事業に関わる活動項目リストを作成する

役所、顧客、協力会社、同業者組合、地域コミュニティ等との日頃の付き合いを通じて、
大会期間中や事前に有益な情報を入手できる人的ネットワークを構築しておく

✓

【事前準備のメニュー】
４．取組の内容



①TDMの理解と参加を促す取組
・ＴＤＭの認知度向上、協力機運の醸成、ムーブメント化に向け、幅広い広報活動を展開

② 早期の情報提供
・事業継続の評価の材料となる大会時の道路や鉄道の混雑状況・予測等を早期に提供

③ 計画作成の支援
・取組支援ツールの作成・配布、活用可能な支援制度・事業等の情報提供等、支援策を充実

④ 環境づくり
・休暇制度やテレワークの導入などの呼び掛け・支援を行い、市民が協力しやすい環境を実現

13

②早期の情報提供

評価の材料

③計画作成の支援

行動計画書

④環境づくり

働き方改革

市民・企業等の
取組

①TDMの理解と参加を促す取組

協力機運の醸成

行動計画に基づく交通混雑の低減・回避

東京都や
組織委員会等
の取組

【大会成功に向けて東京都及び組織委員会等が取り組むこと】

４．取組の内容
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【行動計画書の作成支援】

A.作成に向けた呼び掛け
 経済団体や各種業界団体を通じ、経営者や総務担当を中心に、行動計画書の作成を呼び掛けていく

B.混雑情報の早期提供
 ＨＰやアプリ等で大会期間中の道路や鉄道の混雑状況（日毎、時間帯毎）の情報を早期に提供していく

Ｃ.作成の支援
①作成マニュアルやベストプラクティス集の作成・配布
②活用可能な支援・助成制度の情報提供、新たな支援の仕組み検討
③相談窓口、専門家等の派遣

D.協力企業へのインセンティブを検討
 作成に協力してくれる企業へのインセンティブ（社会的貢献の公表や協力しやすい環境づくり）を検討していく

【既存の取組との連携】

時差BiZ（東京都）

〇集中取組期間：7月11日(火)～7月25日(火)
〇参加者数：約320社

テレワークデイズ（総務省・経済産業省）

〇実施期間：7/23（月）～27（金）の間において、7/24(火）＋その他の日の計２日間以上
〇参加目標：2000団体、延べ10万人の参加

平成29年度の実績

平成30年度の予定

 関係機関と連携し、働き方改革や快適通勤環境づくりの取組の更なる拡充・深度化を図る

※平成30年度は、参加者数をさらに拡大して実施していく

４．取組の内容



５．推進体制
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◆都市における事業活動や日常生活に深く関わる多様な主体が知恵を出し合い、ＴＤＭの推進・展開に取り
組む場を設置・運営

◆東京都、組織委員会、内閣官房で設立に向けた準備を行う

◆行動計画の策定と実際の行動に向けた機運醸成を図る

◆専門家集団である学会・大学等から知見をいただくほか、主に大学の工学系研究室と連携して企業や地域
の交通量抑制に向けた取組を支援

経済団体・
業界団体等

ＴＤＭ推進のための枠組み

試行に参加
する企業

学会・
大学等

順次拡大

輸送連絡
調整会議

メンバーは必要に応じ拡充
していくことを想定

交通輸送
技術検討会

消費者
団体等

＜設置時期＞
①準備→ コアなメンバー※による集中的な検討（まずは東京都、組織委員会、内閣官房で枠組みづくりを行う）

（内容イメージ）基本的な事項の調整・確認、スケジュールの作成、体制づくりの計画 等
②ＴＤＭ推進のための枠組みづくり
（内容イメージ）行動計画書（ひな形）の作成、広報、TDM推進 等

※経済団体・業界団体、試行参加企業、消費者団体、学会・大学、関係省庁・都県（物流・働き方改革関連部署）、内閣官房等

関係省庁・
都県

＜協力企業を募るための取組予定＞
・ 東京商工会議所:オリンピック・パラリンピック特別委員会で概要を説明した後、会員向けセミナーを開催
・ 経済同友会:東京オリンピック・パラリンピック2020委員会向けに概要を説明し、意見交換を実施する予定
・ 日本経済団体連合会:当面、役員企業等を中心に作成に向けた呼び掛けを実施した後、対象企業を拡大
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ＴＤＭ推進に向けた基本方針（案）

ＴＤＭ推進行動計画Ｖ１

4月

夏頃

年度末 輸送運営計画Ｖ２（案）

ＴＤＭ推進行動計画Ｖ２夏頃

ＴＤＭ推進行動計画Ｖ２アップデート冬頃

輸送運営計画Ｖ２年度末

夏 大会

計画と主な内容 主な取組

・推進に向けた主催者の基本方針
・交通量抑制への協力依頼（キックオフ）
・夏からの試行のアナウンス

・主催者・関係者の行動計画
・試行メニュー、参加企業
・参加の呼び掛け

★Ｖ１試行開始
（集中取組期間：7～9月、可能なものは継続）

・ＴＤＭの検討状況を踏まえた大会時に
取り組むメニュー（暫定）

Ｈ
30
年
度

Ｈ
32
年
度

Ｈ
31
年
度

・これまでの試行の総括
・大会本番を見据えた行動計画の見直し
・試行メニュー（大部分のメニュー
が継続）、参加企業

・参加の呼び掛け

★Ｖ２試行開始
（集中取組期間：7～9月）

○準備
・基本的事項の調整
・行動計画・試行内容の検討

○ＴＤＭ推進のための枠組みづくり

一般市民 一般企業
物流企業
（配送業者）

○結果分析
・業種・取組メニューごとの抑制原単位
（継続可能、期間限定で可能）
・交通量抑制の見込み、実施目標の達成に
あたっての課題、ＴＳＭ施策との調整

○行動計画の見直し、試行内容の見直し、新
規の取組メニューの検討

○結果分析
・抑制原単位の更新
・交通量抑制の見込みの更新、課題把握、
ＴＳＭ施策との調整

○課題の解決策の検討、実行準備

・大会時に取り組むメニュー（最終版）
・行動計画（最終版）

★本格実施

認知度
の向上

第１段階
必要性
の理解

第１段階
必要性
の理解

第２段階
対応策の
検討・
準備

第２段階
対応策の
検討・
準備

（拠点の担当
エリア変更、
システム
改修等）

（社内の制度
改定等）

第１段階
必要性
の理解

取るべき
行動の
理解

第２段階

第３段階 計画

行動

第３段階
最終
確認

第３段階
最終
確認

実践 実践

（仕入れ発注
の変更等）

（新システム
の習熟等）

順次拡大

まとめ（9月）

まとめ（9月）

計画等の検討
に反映

計画等の検討
に反映


